
 小　計　　 ４種類　　 　９回　

一
　
　
　
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
　
　
　
研
　
　
　
　
　
　
　
　
修

 　計     　７種類     １３回 513 134 6,875

365 60 69 2,150 2,375

5,368

雇用均等行政指導官 40 4 4 160

 2.17(月)～ 2.21(金)　　　　　　　　　　　　　　　⑥ 45 5 5 225 225

　　　　　　　　　　　　　　　⑤ 45 5 5 225 225  2. 3(月)～ 2. 7(金)

　　　　　　　　　　　　　　　④ 45 5 5 225 225  1.27(月)～ 1.31(金)

 1.20(月)～ 1.24(金)

12 .9(月)～12.13(金)

業指導官

　　　　　　　　　　　　　　　③ 45

　　　　　　　　　　　　　　　②　 45 5 5 225 225

10. 7(月)～10.11(金)

5 5 225 225

5 225 225

労働基準監督官上級　　　　　　　　

　
　
　
上
　
　
　
　
　
　
　
級
　
　
　
　
　
　
　
研
　
　
　
　
　

厚生労働本省職員（職業安定行政系） 35 8 11

公共職業安定所係長・上席職　　① 45 5

 1.15(水)～ 2. 7(金)20

385

18 24 360 480

280

171

 5.13(月)～ 6.25(火)

 8.28(水)～10.10(木)

44

160 12. 3(火)～12. 6(金)

 1. 7(火)～ 1.17(金)

実日数
(B)

30

(休日を含む)

総日数
(休日を含む)

(A×C)

2,024

2,0241,472

(A) (C)
人員

1,380

研修類型

                 　  <後期> 46 44

新任労働基準監督官Ⅰ <前期> 46 32

平成25年度の研修一覧

研修の名称 延べ日数 延べ日数 期間

10.17(木)～10.25(金)

基
　
　
礎
　
　
研
　
　
修

(A×B)

387

5

4,500

743労働行政職員基礎　　　　　　　　　

新任雇用均等室職員

9 301

　小　計　　３種類　　　４回 148 74

5

102 3,218

13 6565 4.22(月)～ 4.26(金)

1



平成25年度の研修一覧

12

2505

5

480

50 5

検査業務専門 30 10

5

安全衛生専門      〈前期〉

200

 5.13(月)～ 5.17(金)150

10. 7(月)～10.11(金)

人員
(休日を含む)

総日数
(B)

実日数
(C) (A×C)

(休日を含む)

10.21(月)～11. 1(金)

4

360

5

30012

専
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
研
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
修

40

80

労働保険適用徴収専門　    専門基礎

メンタルヘルス担当者専門

新任労働保険適用徴収業務担当者専門

60

                  〈後期〉 40

30

　　　　　　　　　　　　　　　②

50

10

研修の名称 延べ日数 延べ日数 期間
(A×B)

研修類型
(A)

47 4

250

200  5.20(月)～ 5.24(金)

300

250

400

30

480

40

250  9.30(月)～10. 4(金)

960

270

150

32

400  1.20(月)～ 1.31(金)

 7.16(火)～ 7.26(金)

250

330

10

1210

5 530

9

 4.22(月)～ 4.26(金)

55

60 5

5

8

56010

4008

12

5

12

250

5

10

300

700

12 450

8

5

300

250

300

5

45

50

10

70

労災診療費審査専門

労災補償訟務専門

45　　　　　　　　　　　　　　　②

労働衛生専門官

労災補償保険審査専門

放射線管理専門（基礎）

放射線管理専門（上級）

　　　　　　　　　　　　　　　③

労災保険給付専門　　　　　　　①

40

　　　　　　　　　 　　　　 　③

45 10

50

職業指導Ⅰ専門　　 　　　 　　①

労災保険求償債権専門

45

10

12　　　　　　　 　　　　　 　　④

 9.10(火)～ 9.13(金)

560

250

700

450

11.11(月)～11.22(金)

11.11(月)～11.22(金)800

32

450

 4. 8(月)～ 4.12(金)

540

 5.13(月)～ 5.17(金)

250 7.22(月)～ 7.26(金)

300

3005

10 12

4

 4.22(月)～ 4.26(金)

5

188

11

12 300 360

188

労働紛争調整官専門

 7. 2(火)～ 7. 5(金)

5

540

540

5

5

8

70

50　　　　　　　　　　　    専門応用

賃金指導業務専門

産業安全専門官

60

労働基準監督官専門

10

 9. 2(月)～ 9.13(金)

450

 6. 3(月)～ 6. 7(金)

 6.10(月)～ 6.21(金)

250

 6.10(月)～ 6.21(金)

 5.20(月)～ 5.31(金)

320

540

10.16(水)～10.25(金)

 2.19(水)～ 2.28(金)

11.20(水)～11.29(金)

 2.24(月)～ 3. 7(金)10

4

－2－



平成25年度の研修一覧

10. 2(水)～10. 4(金)毎月勤労統計調査専門 47 3 3 141

9

50

40 5

25 5

 9. 2(月)～ 9. 6(金)

 6 .3(月)～ 6.14(金)600

5

5

225

125 125 11.18(月)～11.22(金)

4

 6. 4(火)～ 6.14(金)

45 5 5 225

若年者雇用対策担当者専門　　　①

専
　
　
　
　
　
　
　
　
門
　
　
　
　
　
　
　
　
研
　
　
　
　
　
　
　
　
修

職業指導Ⅱ（Ａ）専門　　　 　 ①

　　　　　　　　　 　　　　 　②

職業指導Ⅲ専門　　　　　　　　①

障害者雇用専門 <前期>

　　　　　　　　　　 　　　　 ②

債権（雇用勘定）専門

求人事業所サービス専門　　　　①

　　　　　　　　　　　　　　　②

(A)
研修類型 研修の名称 人員 延べ日数

45 8

(A×C)
総日数

(休日を含む)

実日数

15

(A×B)(B)

60

10 12 500

360

15

200

360

60

45

50 5 5

5 5

45 8

11

11 342

5.13(月)～ 5.17(金)150

(休日を含む)

5

418

4

250

11

5

9 560

47

9.10(火)～ 9.13(金)200200

188 188

450 4

53 9

53

　　　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　　　③

雇用均等行政職員専門

　　　　　　　　　　　　　　　③

需給調整事業関係業務専門

　　　　　　　　　　　　　　　②

職業指導Ⅱ（Ｂ）専門　　　 　 ①

新任地方障害者雇用担当官等専門 30

　　　　　　　　　　 　　　　 ③

　　　　       <後期>

　　　　　　　　　　　　　　　② 38

345 小　計　　３１種類　　４９回 2,273 18,88816,370395

10.29(火)～11. 1(金)

200  9. 9(月)～ 9.13(金)

141

583

720

 7. 8(月)～ 7.12(金)

250

11.11(月)～11.15(金)

 1.21(火)～ 1.31(金)

延べ日数

 2.17(月)～ 3. 7(金)

11. 6(水)～11.15(金)

10. 2(水)～10.11(金)

 6.24(月)～ 7.12(金)

11.19(火)～11.29(金)

 4.16(火)～ 4.24(水)

 9. 2(月)～ 9. 6(金)

900

450

10.23(水)～11. 1(金)

1,140

期間

 8.26(月)～ 8.30(金)

450

19

50 5 5

250

1,140

900

5

450

45 8

5

9

250

477事業主指導専門　　　　　　　　①

雇用保険専門　　　　　　　　　① 50

150

780

12. 9(月)～12.13(金)

2255 225

200

250

150 150

150  2. 3(月)～ 2. 7(金)

10

150

19

10 360

10

(C)

 7. 1(月)～ 7. 5(金)

477 583

250

200

　　　　　　　　　　 　　　　 ②

40 5

30 5 5

30 5 5

－3－



平成25年度の研修一覧

　　　　　　　　　（Ｂ） 　 ① 20050 4

4

 9.10(火)～ 9.13(金)2004 200

55

55

50

労働基準監督署長 200 200  4.16(火)～ 4.19(金)

(C)

(休日を含む)

 　　　　　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　　③

労働基準監督署課長（Ａ）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　④ 55

220

220220

55 57 2,990 3,130

4

44

4

200 200  9.24(火)～ 9.27(金)

9

200  7.16(火)～ 7.19(金)

630 5.23(木)～ 5.31(金)

200  5. 7(火)～ 5.10(金)

490

　　　　　　　　　　　　　　③ 50 4 4 200

4 200 200

 4.16(火)～ 4.19(金)200200

 4. 9(火)～ 4.12(金)

4

(休日を含む)

研修の名称 延べ日数 延べ日数 期間
(A×B) (A×C)

研修類型
(A)

450 4

人員
(B)
実日数 総日数

50 4

50 4

4

4

50 4

70 7

 5.21(火)～ 5.24(金)

 5.28(火)～ 5.31(金)

220 220

220 220

 6.11(火)～ 6.14(金) 　　　　　　　　　　　　　　　　　③ 55 4 4

4 4 220 220

 　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤ 55 4 4 220  6.25(火)～ 6.28(金)

 6.18(火)～ 6.21(金)

695　　 小  計  　４種類   １３回

3,481 534 623 24,728　　 総　計  ４２種類   ７５回 28,893

管

理

監

督

者

研

修

　　　　　　　　　　　　　　②

公共職業安定所長　　　　　　①

　　　　　　　　　　　　　　②

公共職業安定所課長・統括職業指導官 ①

－4－


